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自筆証書遺言書保管制度 

1 「法務局における遺言書の保管等に関する法

律」（略して「遺言書保管法」、以下「法」と言い

ます）が平成 30年 7月に公布され、令和 2年 7月

10日から施行されています。この法律により自筆

証書遺言書について、法務局において保管が認め

られるようになり、これによって保管された自筆

証書遺言書については、従来必要であった家庭裁

判所における検認が不要となりました（法 11

条）。自筆証書遺言は、一人で作成できる手軽な

方式の遺言ですが、反面、作成や保管について第

三者の関与がないため、遺言者の死亡後、遺言書

の真正や内容をめぐって紛争が生ずるリスクや遺

言書の存在に気づかれないまま遺産分割が行われ

てしまうリスクがあります。そこで、この法律が

制定され、法務局において遺言書保管官が遺言書

を保管することになりました。以下、この制度に

ついて説明したいと思います。 

2  遺言書の保管は、遺言者の住所地若しくは本籍

地又は遺言者の所有する不動産の所在地を管轄す

る法務局で扱います。ただ、遺言者が作成した遺

言書が現に遺言保管場所に保管されている場合に

は、2 通目以降の遺言者は、先の遺言書の保管場

所において保管を申請する必要があります。閲覧

請求する相続人等の負担や保管事務の複雑化を回

避する趣旨です。 

3  保管できる遺言書は、自筆証書遺言書であり、

無封のものに限ります（法 1 条、4 条 1 項、2

項）。様式が定められており、A4 の用紙であるこ

とを要し、縦置き・横置き、縦書き・横書きいず

れも可ですが、余白部分については、左は 20 ミ

リメートル以上、上と右は 5 ミリメートル以上、

下は 10 ミリメートル以上設ける必要があり、複数

枚に亘るときはページ数を記載する必要があり、且

つ、とじ合わせをしてはならないとされています

（遺言書保管省令 9 条）。遺言は外国語で記載する

ことも可能ですが、翻訳文の添付が必要です。 

4  保管の申請は、遺言書を作成した本人が自ら保管

所に出頭して行わなければなりません（法 4 条 6

項）。遺言者本人の出頭義務を課することにより、

真正に成立していない遺言書や遺言者の意思に反す

る遺言書の保管申請を防ぐ趣旨です。 

申請に際しては、遺言書とともに、遺言者の氏

名、出生の年月日、住所、本籍（外国人は国籍）及

遺言者の戸籍の筆頭に記載された者の氏名を証明す

る書類（遺言者の本籍が記載された住民票の写し

等）の添付が必要です。保管申請費用は、一件につ

き 3900円とされています。 

5 遺言書の保管が開始されると、遺言者に対し保管

証が交付されます（遺言書保管省令 15条 1項）。遺

言書は、これによって遺言の内容の秘密を保ったま

ま、遺言書を遺言保管場所に保管していることを相

続人等に伝えることができます。この保管証は再発

行されません。 

6   法務局において、遺言書原本が保管されるととも

に、その画像情報等が磁気ディスクで調製する遺言

書保管ファイルに記録されて管理されます（法 6条

1 項、7 条 2 項）。保管期間は遺言書については 50

年、情報の管理については 150 年とされています

（遺言書保管政令 5条 2項）。 

7  遺言者の生存中は、遺言者のみが遺言内容を確認

することができ、遺言者以外のものは遺言書の推定

相続人等であっても遺言の内容を確認することがで

きません。 
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8  遺言者の死亡後、遺言書保管場所に遺言書が保

管されていることをどのようにして知るかについ

ては、次のような方法があります。 

①  遺言者は、生存中に、自己の遺言書が遺

言書保管場所に保管されていることを推定

相続人等に適宜の方法により伝えておくこ

とにより、関係者に知らせておくことがで

きます。 

②  遺言書保管官は、遺言書を保管するに当

たり遺言者に保管証を交付していますの

で、遺品等の整理の過程で保管証の存在が

確認されれば、遺言書保管場所における保

管を知り得ることになります。 

③  遺言者の相続人等は、遺言者の死亡後で

あれば、自己を関係相続人等とする遺言書

が遺言保管場所に保管されているか否かに

ついて、遺言書保管事実証明書の交付を請

求することにより、遺言書保管所における

保管の有無を調べることができます（法 10

条 1項）。 

④  遺言書保管官は、遺言者の死亡後に、遺

言者の相続人等の請求により遺言書情報証

明書の交付又は遺言書若しくは遺言書保管

ファイルの記録の閲覧がされたときには、

他の相続人等に遺言書を保管している旨を

通知するものとされていることから（法 9

条 5項）、ここから保管の事実が知らされる

ことがあります。 

⑤ 遺言者は遺言書の保管申請の際に、遺言者

の死亡時に遺言者が指定する者に対し遺言書

を保管している旨を通知することを申し出る

ことができ、この場合において遺言書保管者

が遺言者の死亡の事実を確認したときは、そ

の指定された者に通知するとされていること

から、この指定をされた者はこの通知を受け

ることによって遺言書の保管を知ることがで

きます。 

以上 

 

 

 


